
第２回岩手県手県後期高齢者医療広域連合運営協議会 

次     第 

 

     日 時 平成 19年10月17日（水）午後３時 

     場 所 岩手県民会館 ４階 第２会議室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 説  明 

 

 (1) 岩手県後期高齢者医療広域連合広域計画（案）について 

 

 (2) 保険料の不均一賦課（案）について 

  ① 医療の確保が著しく困難である地域における特例（無医地区等） 

について 

  ② 医療費の地域格差の特例について 

 

 (3) 保険料率仮算定について 

 

 (4) 条例で定める給付（案）について 

  ① 葬祭費について 

  ② その他の給付について 

 

 (5) 保健事業（案）について 

 

 (6) その他 

 

４ 意見交換 

 

５ そ の 他 

 

６ 閉  会 

別 
紙 
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岩手県後期高齢者医療広域連合運営協議会設置要綱 

 

 （設置） 

第１ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に規定する後期高齢者医療制度の

円滑な施行に当たり、岩手県内における後期高齢者医療制度関係者から制度の運営に関する意見を

求めるため、岩手県後期高齢者医療広域連合運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 （協議事項） 

第２ 協議会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。 

 (1) 後期高齢者医療制度の運営に関する事項 

 (2) その他広域連合長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３ 協議会は，委員15人以内をもって組織し，委員は，次に掲げる者のうちから広域連合長が委

嘱する。 

 (1) 被保険者等の代表者 

 (2) 医療保険関係団体の代表者 

 (3) 医療関係団体の代表者 

 (4) 知識経験を有する者 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第４ 協議会に会長及び副会長１人を置き，会長は委員の互選とし、副会長は委員のうちから会長が

指名する。 

２ 会長は，会務を総理し，会議の座長となる。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

 （会議） 

第５ 協議会は，広域連合長が招集する。 

２ 協議会は，委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 第３に定める委員が会議に出席できないときは、その委員の指名する者がその代理することがで

きる。 

４ 広域連合長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見または説明を聴くことが

できる。 

 （庶務） 

第６ 協議会の庶務は，岩手県後期高齢者医療広域連合事務局総務課において処理する。 

 （補則） 

第７ この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が協議会に諮って定め

る。 

 

  附 則 

１ この要綱は，平成19年６月20日から施行する。 
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説 明 事 項 

(1) 岩手県後期高齢者医療広域連合広域計画（案）について ・・・ 資料No１ 

   地方自治法第291条の７において広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかにその議会

の議決を経て、広域計画を作成しなければならないとされている。また、岩手県後期高齢者医療広

域連合規約第5条において、広域連合が作成する広域計画には、次の項目を記載することになって

いる。 

   (ｱ) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること。 

   (ｲ) 広域計画の期間及び改定に関すること。 

   これらの規定に基づき広域計画は、広域連合及びこれを組織する県内すべての市町村が相互に役

割を担い、後期高齢者医療制度の事務を総合的かつ計画的に処理するための方針として策定するも

のである。 

 

(2) 保険料の不均一賦課（案）について 

 ① 医療の確保が著しく困難である地域における特例（無医地区等）について 

   医療の確保が著しく困難である地域における特例の不均一保険料率の設定は実施しない。 

【理由】 

・ 自家用車の利用、民間バス及び患者輸送バス等などの医療機関への交通が確保されている

ため、医療を受ける環境が大きく劣っているとはいえない。 

・ 無医地区等の受診動向を比較しても、受診の機会が極端に少ないとはいえない。 

・ 恒久措置であるほか、国、県からの財源補填はなく、均一保険料との差額分は他の被保険

者の保険料で賄うため、被保険者全体の理解を得にくい。 

 

 ※離島その他の医療の確保が著しく困難である地域 

医療機関のない地区で当該地域の中心的な場所を起点として、概ね半径４kmの区域内に人口50人以

上が居住している地域であって、かつ、容易に医療機関を利用することができない地区、または準ず

る地区。岩手県内では平成19年４月現在で次のとおりとなっている。 

       無医地区    22地区（平成16年12月現在 26地区） 

準ずる地区   9地区 

       無歯科医地区  22地区 

準ずる地区  11地区 

 

 ② 医療費の地域格差の特例について 

   医療費の地域格差（経過措置）の不均一保険料率の設定は実施する。また、均一保険料率よりも

低い保険料率を設定することができる期間は、6年間とする。 

【理由】 

・ 平成15･16･17年度の県内の１人当たり老人医療給付費で、政令案の基準値である医療費の

地域格差20％以上に該当する市町村がある。 

・ 経過措置であり、均一保険料との差額分については国、県の財源補填があるため保険料の

別 紙 
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増額にはならない。 

・ 経過措置の期間については激変緩和の観点から、国の定める最長6年とする。 

 

(3) 保険料率（仮算定）について         ・・・ 資料No２ 

 保険料率は、法律及び政省令の定めるところにより仮算出した結果、現時点では次のとおりとなっ

た。今後、市町村の算出基礎データを精査した上で保険料率を決定することになり、変動はあり得る。 

 

○平均保険料（平成20、21年分仮算定） 

 賦課総額 24,983,435 千円÷被保険者見込数 380,964 人＝平均保険料 65,580 円 (月額5,465 円） 

   ・均等割額 

    賦課総額 24,983,435 千円÷( 1 ＋ 所得係数 0.63 )÷被保険者数 380,964 人 

                      ＝ 均等割額 40,233 円（月額 3,353 円 ） 

                      平均所得割額 25,347 円（月額 2,112 円 ） 

・所得割率 7.67 ％ 

 

 ① 保険料賦課額総額の算出 

    広域連合では、制度の安定した財政運営を確保するために、2年（20、21年）単位で費用と収   

入を見込んで保険料率を算定する。医療等の給付に要する費用、保健事業、審査支払手数料及び   

葬祭費など制度運営に必要な見込額から国、県、市町村の負担金などの収入を差し引いて保険料   

賦課総額を算定する。 

   （資料No2 平成20年度・21年度 2年間の保険料賦課総額の算出のとおり） 

 

② 保険料率の算出 

    保険料賦課総額を所得割総額と被保険者均等割総額に按分する。当広域連合の被保険者の所得   

水準と国から示される全国平均の所得水準の割合に応じて決まる。（全国平均と当広域連合の所

得水準が同じであれば、按分は所得割総額：被保険者均等割総額＝5：5となり、所得水準が全国

平均より低ければ、被保険者均等割総額の比率が高くなる。所得割総額の不足分は調整交付金が

交付される。） 

 

(4) 条例で定める給付（案）について 

 ① 葬祭費について 

   県内市町村国民健康保険における葬祭費の主流は、30,000円であることから葬祭費は、30,000円

とする。 

 ② その他の給付について 

   傷病手当金については、県内市町村国民健康保険では給付実績がないため、傷病手当金は支給し

ない。 
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(5) 保健事業（案）について 

 ① 後期高齢者の保健事業について 

   岩手県後期高齢者医療広域連合では、次の保健事業を実施するものとする。 

  (ｱ) 後期高齢者健康診査事業（以下「健診」という。） 

  (ｲ) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業 

 

 ② 健診について 

  (ｱ) 市町村と共同で、被保険者に対して健診を実施する。なお、実施方法等については、今まで各

市町村が実施していた基本健診からできるだけ大きく変わらないように配慮する。 

  (ｲ)健診対象者 

   ・広域連合の被保険者資格を有する者を対象者とする。 

   ・75歳以上の生活保護世帯に属する者に係る健康診査については、健康増進法に基づいた市町村

事務となる。 

   ・既に生活習慣病で医療機関を受診している者については、早期発見、早期治療の観点から、特

に健診対象としない。 

  (ｳ) 健診項目は、腹囲の測定を除いた特定健診の必須項目を最低限実施する。 

  (ｴ) 健診の結果は、受診者全員にお知らせする。 

  (ｵ) 健診結果等の相談については、各市町村に窓口を確保する。 

 

 ③ 健診の財源について 

  (ｱ) 健診の財源として、厚労省が定めた基準単価の3分の1相当の国補助金が見込まれている。 

  (ｲ) 国補助金と同額の公費助成を、岩手県に要望している。 

  (ｳ) 広域連合が定めた基準単価から国及び岩手県の公費助成を差し引いた額は、保険料で負担する。 

  (ｴ) 広域連合が定めた基準単価を超える額は、市町村が負担する。なお、(ｲ)の公費助成が実現し

ない場合は、当該費用を市町村が負担する。 

  (ｵ) 健診事業を利用する被保険者から、健診費用の１割程度の一部負担金を徴収する。 

・健診事業の財源として、県内一律の基準で全被保険者から徴収された保険料を充てることから、

受益者負担により不均衡の調整を図るものである。 

・市町村の判断において、一部負担金を減免することができるようにする。 

 

④ その他の保健事業について 

  (ｱ) 健康手帳は、市町村の判断において実施される。 

  (ｲ) 今まで老人保健法に基づき実施されていた骨粗しょう症、肝炎ウイルス、歯周疾患の各種検診

については、健康増進法に基づき引き続き市町村が実施する。 

  (ｳ) 65歳以上の対象者については、介護予防事業の生活機能評価として、口腔内、関節可動域等の

診察のほか唾液嚥下テスト、アルブミン検査（栄養状態、肝機能）、心電図検査等が実施される。 

  (ｴ) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業については、被保険者である後期高齢者

に対して広域的に提供できる保健事業のメニューを、関係機関と連携しながら検討していくもの

とする。 



資料№１ 
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岩手県後期高齢者医療広域連合広域計画（案） 

 

 

第１ 広域計画の概要 

１ 経緯 

  国民皆保険制度を堅持して、将来にわたり持続可能なものとしていくため、健康

保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）が平成１８年６月に成

立したことにより、平成２０年４月から老人保健法が高齢者の医療の確保に関する

法律に改められ、新たに後期高齢者医療制度が創設されることになりました。 

この後期高齢者医療制度の運営主体は、財政の安定化を図るため、都道府県を単

位とした全市町村で組織する広域連合とされ、平成１８年度中に設立することが義

務付けられました。 

岩手県においても、県内全市町村が参加する岩手県後期高齢者医療広域連合設立

準備委員会を平成１８年９月１日に設置し、広域連合の設立に係る規約案等につい

て検討・協議を行い、各市町村の同年１２月議会において広域連合規約を議決しま

した。 

各市町村議会議決後、平成１９年１月５日に岩手県知事に対して設置許可申請を

行い、同年１月２２日に設置許可を得て、同年２月１日に岩手県後期高齢者医療広

域連合（以下「広域連合」という。）が設立されました。 

 

２ 広域計画の趣旨 

岩手県後期高齢者医療広域連合広域計画（以下「広域計画」という。）は、地方

自治法第２９１条の７の規定に基づき、後期高齢者医療制度の事務を総合的かつ計

画的に処理するため、広域連合及び広域連合を組織する岩手県内のすべての市町村

（以下「関係市町村」という。）が相互に役割分担を行い、連絡調整を図りながら
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処理する事項等について定めるものです。 

３ 広域計画の項目 

広域計画は、広域連合規約第５条（広域連合の作成する広域計画の項目）の規定

に基づき、次の項目について記載します。 

（１）後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事 

務に関すること 

（２）広域計画の期間及び改定に関すること 

 

 

第２ 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務 

 １ 基本的な方針 

広域連合は、関係市町村と相互に協力しながら、効率的かつ的確に業務を行いま

す。 

また、保険料の徴収や窓口事務を担当する関係市町村と連携を図りながら、後期

高齢者医療制度の健全かつ円滑な運営に努めます。 

    

 ２ 広域連合が行う事務 

（１）被保険者の資格の管理に関する事務 

（２）医療給付に関する事務 

（３）保険料の賦課に関する事務 

（４）保健事業に関する事務 

（５）その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

 

３ 関係市町村が行う事務 

（１）保険料の徴収に関する事務 
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（２）被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

（３）被保険者証及び資格証明書の引渡し 

（４）被保険者証及び資格証明書の返還の受付 

（５）医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 

（６）保険料に関する申請の受付 

（７）上記に掲げる事務に付随する事務 

 

 ４ 平成１９年度に行う事務 

  平成２０年度からの後期高齢者医療制度の円滑な実施に向けて、広域連合及び関

係市町村において、保険料率の決定、条例・規則等の整備、電算処理システムの構

築、制度の周知、その他必要な準備のための事務を行います。 

 

 ５ 平成２０年度以降に行う事務 

（１）被保険者の資格の管理に関する事務 

  広域連合では、被保険者台帳により被保険者資格情報を管理し、被保険者資

格の認定（取得及び喪失の確認、政令で定める障害がある旨の認定）、被保険

者証・被保険者資格証明書の交付決定等を行います。 

  関係市町村においては、広域連合で被保険者の資格決定が行われるよう、被

保険者に関する情報（住民基本台帳の情報等）を広域連合に提供するとともに、

窓口において受付事務を行います。 

（２）医療給付に関する事務 

  広域連合では、被保険者に対して、高齢者の医療の確保に関する法律第５６

条に規定する医療給付（後期高齢者医療給付）を行います。 

  （医療給付の種類） 

   ・療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療
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養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給 

   ・高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 

   ・その他広域連合条例で定めるところにより行う給付 

  関係市町村においては、給付にかかる窓口業務等を行います。 

（３）保険料の賦課に関する事務 

  広域連合では、関係市町村の持つ課税情報等を活用し、保険料率の決定、保

険料の賦課決定や減免・徴収猶予の決定等を行います。 

  保険料率は、広域連合の全区域にわたって原則均一であるとともに、おおむ

ね２年間財政の均衡を保つことができるものとします。 

  関係市町村は、広域連合が保険料の賦課決定が行えるよう、被保険者等の税

情報の提供を行います。また、賦課した保険料の徴収事務、滞納整理事務を行

うとともに、徴収した保険料を広域連合へ納付します。 

保険料の収納確保は、保険料負担の公平性の維持及び適正な制度運営の根幹

にかかわる重要課題です。関係市町村は、収納率の向上に努めるとともに、広

域連合は必要に応じて関係市町村の取組みを支援し、保険料の収納確保に努め

ます。 

（４）保健事業に関する事務 

  広域連合では、関係市町村と連携して、後期高齢者の心身の特性に応じた保

健事業を実施し、その健康の保持増進を図るよう努めます。 

（５）その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

  広域連合では、新しい制度に対する住民の正しい理解を得るため、広報活動

等を行うとともに、市町村と連携して住民からの相談に対応します。 

また、制度の円滑な実施に向けて電算処理システムの整備を行い、関係市町

村とネットワークを結んで情報を共有し、住民の利便性を確保するとともに事

務の効率化を図ります。 
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第３ 広域計画の期間及び改定 

広域計画の期間は、平成１９年度から平成２３年度までの５年間とし、その後、５

年間を単位として、見直しを行うこととします。 

ただし、広域連合長が必要と認めたときは、議会の議決を経て随時改定を行うもの

とします。 
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資料１ 広域連合設立の経緯 

年 月 日 経     過 

 

平成１８年９月１日 

 

   ９月～１１月 

 

 

 

 

    １１月７日 

      

  

１２月 

 

平成１９年１月５日 

 

     ２月１日 

 

 

 

    ２月～３月 

 

    ３月３１日 

 

岩手県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会を設置 

 

ワーキンググループにおいて広域連合規約案、準備委員会の運営、

予算等について協議・検討 

準備委員会において広域連合規約案、共通経費の負担割合等につい

て協議・検討 

 

準備委員会において、岩手県後期高齢者医療広域連合規約原案の決

定 

 

関係市町村の議会において、広域連合の設立に係る規約案を議決 

 

岩手県知事に広域連合の設置許可を申請 

 

広域連合設立（１月２２日 設置許可指令書の交付） 

第１回広域連合長選挙において、広域連合長に谷藤裕明盛岡市長を

選出 

 

関係市町村の議会において、広域連合議会議員を選挙 

 

広域連合臨時議会 

 

資料２ 広域連合組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連合長 事務局長 総務課 

業務課 

事務局 

・総務担当 

・資格管理担当 

・給付担当 

・保険料担当 

・電算システム担当 

副連合長 

会計管理者 

議  会 

選挙管理委員会 

監査委員 
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資料３ 岩手県後期高齢者医療広域連合規約 

（広域連合の名称） 

第１条 この広域連合は、岩手県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。） 

という。 

（広域連合を組織する地方公共団体） 

第２条 広域連合は、岩手県内の全市町村（以下「関係市町村」という。）をもって

組織する。 

（広域連合の区域） 

第３条 広域連合の区域は、岩手県の区域とする。 

 （広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下

「高齢者医療確保法」という。）に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次

に掲げる事務を処理する。ただし、当該事務のうち、別表第１に定める事務につい

ては、関係市町村において行う。 

(1) 被保険者の資格の管理に関する事務 

(2) 医療給付に関する事務 

(3) 保険料の賦課に関する事務 

(4) 保健事業に関する事務 

(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

（広域連合の作成する広域計画の項目） 

第５条 広域連合が作成する広域計画（地方自治法（昭和22年法律第67号）第284条

第３項の広域計画をいう。以下同じ。）には、次の項目について記載するものとす

る。 

 (1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に

関すること。 
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(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。 

（広域連合の事務所の位置） 

第６条 広域連合の事務所は、盛岡市内に置く。 

 （広域連合の議会の組織） 

第７条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合議員」という。）の定数は、20人と

する。 

２ 広域連合議員は、関係市町村の長及び議会の議員のうちから、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める人数をもって組織する。 

 (1) 市町村長 10人 

 (2) 市町村議会議員 10人 

 （広域連合議員の選挙の方法) 

第８条 広域連合議員の選挙に当たっては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該

各号に定める者の推薦のあった者を候補者とする。 

(1) 前条第２項第１号に掲げる者 すべての市長若しくは町村長をもって組織す

る団体又は関係市町村の長の総数の６分の１以上の者 

(2) 前条第２項第２号に掲げる者 すべての市議会若しくは町村議会の議長をも

って組織する団体又は関係市町村の議会の議員の定数の総数の20分の１以上の者 

２ 広域連合議員は、前項に規定する推薦があった者のうちから、関係市町村の議会

において選挙するものとする。 

３ 関係市町村の議会における選挙については、地方自治法第118条第１項（公職選

挙法（昭和25年法律第100号）第95条の規定を準用する部分を除く。）の規定の例に

よる。 

４ 広域連合議員の当選人は、関係市町村の議会の選挙における得票総数の多い者か

ら順次その選挙における定数に達するまでの者とする。 

（広域連合議員の任期） 
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第９条 広域連合議員の任期は、当該関係市町村の長又は議会の議員としての任期に

よる。 

２ 広域連合議員が当該関係市町村の長又は議会の議員でなくなったときは、同時に

その職を失う。 

３ 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前

条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。 

（広域連合の議会の議長及び副議長） 

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長１人を選挙しな

ければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。 

 （広域連合の執行機関の組織） 

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長を置く。 

２ 広域連合に会計管理者を置く。 

３ 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。 

 （広域連合の執行機関の選任の方法） 

第12条 広域連合長は、関係市町村の長のうちから、関係市町村の長が投票によりこ

れを選挙する。 

２ 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。 

３ 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。 

４ 副広域連合長は、関係市町村の長のうちから、広域連合長が広域連合の議会の同

意を得てこれを選任する。 

５ 会計管理者は、広域連合長の補助機関である職員のうちから、広域連合長が命ず

る。 

 （広域連合の執行機関の任期） 

第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、当該関係市町村の長としての任期に
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よる。 

 （補助職員） 

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。 

 （選挙管理委員会） 

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。 

２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員をもってこれを組織する。 

３ 選挙管理委員は、関係市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選

挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙

する。 

４ 選挙管理委員の任期は、４年とする。 

（監査委員） 

第16条 広域連合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方

公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者

（次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それ

ぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年と

し、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

 （広域連合の経費の支弁の方法） 

第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。 

 (1) 関係市町村の負担金 

 (2) 事業収入 

 (3) 国及び岩手県の支出金 

 (4) その他の収入 
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２ 前項第１号に規定する関係市町村の負担金の額は、別表第２により広域連合の予

算において定めるものとする。 

 （補則） 

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成19年２月１日から施行する。ただし、第11条第２項及び第12条

第５項の規定は、平成19年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日から平成20年３月31日までの間は、第４条に規定する事務の

準備行為を行うものとする。 

３ 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第２項の規定にかかわら

ず、岩手県自治会館において行うものとする。 

４ 補助職員に係る第14条の規定の適用については、この規約の施行の日から平成19

年３月31日までの間、同条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」とする。 
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別表第１（第４条関係） 

(1) 被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

(2) 被保険者証及び資格証明書の引渡し 

(3) 被保険者証及び資格証明書の返還の受付 

(4) 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 

(5) 保険料に関する申請の受付 

(6) 上記事務に付随する事務 

 

 別表第２（第17条関係） 

１ 共通経費 

区    分 負  担  割  合 

均 等 割 １０％ 

人 口 割 ５０％ 

後期高齢者人口割 ４０％ 

 ２ 医療給付に要する経費 

  高齢者医療確保法第98条の規定により関係市町村の一般会計において負担

すべき額 

３ 保険料その他の納付金 

  高齢者医療確保法第105条の規定により関係市町村が納付すべき額 

関係市町村が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当

額 

 

備考 

１ 均等割については、当該年度の10月１日現在における市町村数による。 

 ２ 人口割については、当該年度の10月１日現在の住民基本台帳人口及び外国

人登録原票に基づく人口による。 

３ 後期高齢者人口割については、当該年度の10月１日現在の住民基本台帳及

び外国人登録原票に基づく75歳以上の人口数並びに高齢者医療確保法第50条

第２項の規定による認定を受けた者の数による。 

４ 共通経費の区分及び負担割合については、制度の実施状況、社会経済の情

勢の推移及び関係市町村の状況等を勘案し、必要に応じて見直しを行うもの

とする。 
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資料４ 岩手県の後期高齢者人口の状況と推計 

 

 岩手県の７５歳以上の国勢調査における高齢者人口は、平成１２年の１２３，９６

３人から、平成１７年には１６１，３４０人と約３万８千人増加しています。１０年

後の平成２７年は２０万７千人と平成１７年から４万５千人、２７．８％の増加が見

込まれます。 

 

岩手県の７５歳以上の高齢者数

124

162
180 186 193 195 198 201 204 20747.0%

47.5%

53.5% 53.3% 53.4% 53.5% 53.5% 53.6%

52.1%

51.0%

千人

50千人

100千人

150千人

200千人

250千人

Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

42.0%

44.0%

46.0%

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

後期高齢者

高齢者人口に占める後期高齢者
人口の割合

 

※H12、H17は国勢調査 

※H20以降については、後期高齢者医療広域連合事

務局において、コーホート要因法により推計した

人口推計の結果による。 



単位：干円

被保険者に係る療養の給付に要する費用から一部負担金に相当する費用を控除した額

被保険者に係る入院時食事療養費等の額

※平成18年度の老人医療給付費に伸び率を推計して算出

90,107

90,107

0

0

0

※　収入については、給付費総額から特定費用（現役並み）を調整して算出しています。

　　※　平均保険料　　年額　65,580円　　（月額　5,465円）

財政安定化基金拠出率を0.09％として算出

560,265

0

保健事業に係る国公費助成額の見込額

1,141,624診療報酬の支払手数料

※費用の額と同額を見込むこととなるため、算出しない

予定保険料収納率

平成20年度，21年度賦課総
額

99.64%

24,983,435

60,648,713

21,487,290

253,048,704

保険料収納必要額
（Ⅰ－Ⅱ）

24,893,494

審査支払手数料

その他

計　　（Ⅰ）

調整交付金(普調)

財政安定化基金拠出金

特別高額医療共同事業
拠出金

保健事業に要する費用

平成20年度・21年度 2年間の保険料賦課総額の算出

給付費等総額 250,521,345

225,470

0

健診単価から一部負担金額を除き，被保険者見込数と受診率（25%)を掛けて算出

※収入の額と同額を見込むこととなるため、算出しない。

計　　（Ⅱ） 228,155,210

都道府県補助

市町村補助

広域連合補助

その他

市町村負担金

600,000

国庫補助

20,569,019
都道府県負担金（高額
医療費公費含む）

105,230,127

20,039,847

特別高額医療費共同事
業交付金

国庫負担金（高額医療
費公費含む）

後期高齢者交付金

費
　
　
　
　
　
　
　
用

収
　
　
　
　
　
　
　
入

給付費等総額の3/12，高額医療費公費負担

給付費等総額の４割（後期高齢者支援金）

給付費等総額の1/12

給付費等総額の1/12，高額医療費公費負担

被保険者に係る所得の格差による広域連合間の財政の不均衡を是正するための交付金

葬祭費単価3万円に2年間の支給見込20,000人を掛けて算出

資料№2


